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Ⅰ．新型コロナウイルス感染症を防ぐための基本的な対策 
 
A基本的な感染症対策（感染経路を絶つこと・抵抗力を高めること） 
新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染で感染し、閉鎖空間で、近距離で多くの人と

会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされている。
そのため、「感染経路を絶つ」には、①手洗い、②咳エチケット、③消毒が大切である。そのためには、参加者
やリーダーには、感染症対策用の持ち物として、一般的には次のものが必要となる。 

 
【各自に必要な持ち物】清潔なハンカチ・ティッシュ、マスク、マスクを置く際の清潔なビニールや布等 

 

＊感染の種類 
飛沫感染：感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば

など）と一緒にウイルスが放出さ
れ、他の方がそのウイルスを口や
鼻などから吸い込んで感染しま
す。 

接触感染：感染者がくしゃみや咳を手で押さ
えた後、その手で周りの物に触れ
るとウイルスがつきます。他の方
がそれを触るとウイルスが手に付
着し、その手で口や鼻を触ると粘
膜から感染します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省ＨＰから 

 
（１）手洗いの徹底 
接触感染の仕組みについて参加者に理解させ、手指で目、鼻、口をできるだけ触らないよう指導するととも

に、様々な場所にウイルスが付着している可能性があるので、接触感染を避ける方法として、手洗いを徹底す
る。 
・集合したら、まず手指の消毒（可能であれば手洗い）を行うよう指導すること。様々な場所にウイルスが付
着している可能性があるので、外から本館に入るときやトイレの後、食事の前後、掃除の後、共有のものを触
ったときなど、こまめに手を洗うこと。また、うがいについても、必要に応じて行うこと。 
・手洗いは 30 秒程度かけて、流水と石けんで丁寧に洗うこと。 
・手洗いの際、手を拭くタオルやハンカチ等は清潔なものを個人持ちとして共用はしないこと。 
・手指用の消毒液は、流水での手洗いができない際に、補助的に用いられるものなので、基本的には流水と石
けんでの手洗いを指導すること。ただし、流水で手洗いができない場合には、アルコールを含んだ手指消毒薬
を使用することが考えられる。保護者等が、参加者に消毒液の持参を希望する場合を含め、消毒液の適切な使
用法に関する指導を行うこと。 
・石けんやアルコールに過敏に反応したり、手荒れの心配があったりするような場合は、流水でしっかり洗う
などして配慮を行うこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考文献）森功次他：感染症学雑誌.80:496-500(2006) 
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（２）咳エチケット 
感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内

側などを使って口や鼻をおさえるなど咳エチケットに留意する。 
（３）消毒 
（４）抵抗力を高めること 
免疫力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び、「バランスの取れた食事」、及び「生活リズムを整

える」を普段から心がけ、日々疲れを残さない生活を送るよう指導する必要がある。 
 
B活動中のマスクの取り扱いについて 
熱中症対策などで、マスクを外す機会が増えることを踏まえ、マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで

外し、手指にウイルス等が付着しないよう、なるべくマスクの表面には触れず、内側を折りたたんで清潔なビ
ニールや布、マスクケース等に置くなどして清潔に保つこと。 
 
Ⅱ．発熱等かぜ症状が確認された参加者を医務室で看護する際の感染予防対策 
スタッフが、キャンプ参加後に発熱・風邪等の症状がみられる参加者を、保護者等に安全に引き渡すまで

別室で看護する際は、次の点に留意し、感染予防対策を徹底すること。 
・リーダーには看護をさせない。 
・スタッフ（看護担当者）については、保護具の使い方や看護の手順などをあらかじめ習熟しておくこと。 
・医務室は、十分な換気を確保するとともに、要看護対象者と看護担当者の区域を明確に区分けすること。
また、要看護対象者が複数の場合は、それぞれの動線を別にし、互いに接触しないようにすること。 
・看護担当者が、要看護対象者に対応する場合等は、マスク、フェイスシールド、メガネ、手袋、エプロ
ン、ガウン（ポリ袋で手作りしたもので代用可）等の保護具を着用すること。看護担当者が 1 名で、複数の
要看護対象者を看護する場合は、対象者ごとに保護具を取り換え、手指の消毒を行うこと。 
・体温計（使用毎に消毒）、消毒液、ペーパータオル、ごみ袋等を用意するとともに、要看護対象者を横にな
って休ませる場合は、シーツを取り換えること。 
・要看護対象者の医務室滞在時の状態は、怪我報告書等に必ず記録することとし、保護者に引き渡す際に
は、その状況を適宜説明すること。 
・必ず要看護対象者が使用した区域の消毒と寝具等の交換を行い、十分換気を行ってから次の使用に供する
こと。また、看護に使用したフェイスシールドは、毎回消毒液で清拭すること。 
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Ⅲ．消毒液を使った清掃の実施 
野外テーブル・自炊場・シャワー室・館内各所・事務所・医務室など参加者やスタッフが利用する場

所のうち、特に多くの参加者やスタッフが手を触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）や共用
物は、1 日に 1 回以上、ペーパータオル等に十分に消毒液（0.05％次亜塩素酸ナトリウム水溶液や一部
の界面活性剤を含む家庭用洗剤等）を含ませて清掃を行うこと。濡れている場合は、水分を十分に拭き
取った後に、消毒を行うこと。また、トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて洗浄すること。 
※ スプレーボトルでの噴霧は、ウイルス飛散のおそれがあるので、行わない。 
また、場内の消毒すべき場所を、ｐ１５「消毒すべき箇所」を参考に、1 日 1 回以上消毒する箇所と

使用状況等に応じて消毒する箇所に分けてリストアップし、消毒の実施状況についても適切に管理す
ること。消毒を行う際は、十分に換気を行うこと。また、消毒作業中に、目、鼻、口、傷口などを触ら
ないようにすること。なお、消毒に使用する消毒液（次亜塩素酸ナトリウム等）及び手袋等の防護具が
不足している場合は購入すること。 
 
（１）エタノール（アルコール）を使用した消毒 
・エタノールをペーパータオル等に含ませ、消毒対象を拭き、そのまま乾燥させること。 
・揮発性が高く、引火しやすい性質があるため、電気スイッチ、熱を持った調理機器、実験器具等への
直接の噴霧は故障や引火の原因となるので注意すること。 
・エタノール（アルコール）の使用は、イスラム教信者の中には宗教上禁止（ハラーム）とされている
場合があるので、使用に際しては配慮すること。 
（２）次亜塩素酸水について 
・「次亜塩素酸水」は、次亜塩素酸ナトリウム液とは異なるものであり、新型コロナウイルスに対す
る有効性については現在検証中とされていることから、現時点では消毒目的で使用しないこと。仮に
有効性が確認されても、実際に代替消毒手法として活用するにあたっては、適正な使用方法への配慮
について、十分に留意する必要があるので、注意すること。 
 

（参考）消毒の方法等について 

 消毒用エタノール 次亜塩素酸ナトリウム消毒液 一部の界面活性剤※ 

使用方法 ・消毒液を浸した布巾やペーパータ

オルで拭いた後、そのまま乾燥させ

る 

・0.05%の消毒液を浸した布巾やペ

ーパータオルで拭いた後は、必ず

清潔な布等で水拭きし、乾燥させ

る 

（材質によっては変色や腐食を起

こす場合があるため） 

・感染者が発生した場合のトイレ

では 0.1%の消毒液を使用 

【住宅・家具用洗剤】 

・製品に記載された使用方法どおり

に使用 

【台所用洗剤】 

・布巾やペーパータオルに、洗剤を

うすめた溶液をしみこませ、液が垂

れないように絞って使う。拭いた後

は、清潔な布等で水拭きし、最後に

乾拭きする 

主な留意点 清掃作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにする 

・引火性があるので電気スイッチ等

への噴霧は避ける 

・換気を充分に行う 

・必ず手袋を使用（ラテックスア

レルギーに注意） 

・色落ちしやすいもの、腐食の恐

れのある金属には使用不可 

・換気を十分に行う 

・噴霧は絶対にしない 

・児童生徒等には扱わせない 

・パンフレット「ご家庭にある洗剤

を使って身近なものを消毒しまし

ょう」 

（p83 参照） 

 
Ⅳ．参加者及びスタッフに感染者が判明した場合の対応 
参加者及びスタッフに、新型コロナウイルスへの感染が判明した場合、すみやかに市に報告し対応

する。 
① 生涯学習課との連携 
・日々のスタッフや参加者の健康管理等については、生涯学習課との連携が重要なため、適宜、情報共
有を図る。 
・また、新型コロナウイルス感染症に係る対応は、次に示す場合は、生涯学習担当に必ず報告するこ
と。 

◎保護者等から、次の(a)～(b)に該当する報告があった場合 
(a) 参加者本人が、事業の影響で新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合。 
(b) 参加者本人が、事業の影響で濃厚接触者と認定された場合 
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② 保健福祉センター等、関係機関との迅速な連携 
・参加者及びスタッフに感染者が判明した場合、保健福祉センターと速やかに連携することとし、セ
ンター内の消毒を始め、専門的な内容について助言を受けられるようにする等、それぞれの対応を遺
漏なく実施する。 

 
③ 保護者や育成者への周知 
・全保護者等に対し、メール等により可及的速やかに、当センターにおいて感染者が出た旨と、留意事
項、問い合わせ先等を周知する。 

 
③ センターの消毒対応 
・参加者及びスタッフに感染者が判明した場合の消毒にあたっては、当該参加者及びスタッフの接触
（可能性を含む）箇所を、次亜塩素酸ナトリウム（薄めた漂白剤）等を用いて清拭消毒するにあたり、
はじめに汚染区域を設定し、同区域内への関係者以外立ち入り禁止にする等、作業時の安全確保と汚
染を広げないよう留意する。 
・消毒作業は、十分な換気のもとで、風上から風下へ、上から下へ一方向でふき取りをする。特に、発
病者の席を中心とした半径 2ｍの範囲は汚染度が高いので汚染を拡げないように、注意して念入りに消
毒洗浄する。 
・消毒作業にあたるスタッフは、マスク・手袋のほか、エプロン・ガウン等の保護着の着用が望ましい。
作業終了後は、靴底部を消毒洗浄し、保護着等は汚染した外側を触らないように内側に丸めながら脱
ぎ、汚染物は新型コロナウイルス感染専用とし二重にしたビニール袋に廃棄し密封する。 
・また、どこを、どのように消毒するか等、専門的な内容については、感染症の発生報告にあわせて、
管轄する保健福祉センター等に相談すること。 
 
Ⅴ．活動における留意事項 
（１）集合解散 
集合解散時には、状況によっては「3 つの密」が生じうることを踏まえ、以下のような工夫や指導が

必要である。 
・集合場所までに公共交通機関を利用する場合には、マスクを着用する、降車後（または集合場所到着
後）は速やかに手洗いや消毒等、接触感染対策などの基本的対策を行う。 
・集合解散時については、受付時や集合場所出入口での密集が起こらないようにする。 
・全体集合時に密接とならないよう指導する。 
・検温を行い 37.5℃以上の参加者がいる場合は速やかに帰宅してもらう。 
・マスク持参の確認をすること。 
・健康チェックカードを確認し参加当日の健康状態を確認する。疑問点がある場合は速やかに保護者
等に確認し状況を把握する。 
・グループリーダーやスタッフなど進行する者はマスクを着用する。 
・保護者等の前でｐ１～２「手洗いについて」「咳エチケット」の諸注意をすること。 

 
（２）ハイキング・ナイトハイク 
ハイキング時には、状況によっては「3 つの密」が生じうることを踏まえ、以下のような工夫や指導

が必要である。 
・ハイキング中については、休憩場所やセンター出入口での密集が起こらないようにする。 
・ハイキング中に密接とならないよう指導する。 
・夏季の気温と湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、
ハイキング時に人と十分な距離が確保できる場合には、マスクを外すよう指導する。 
・班ごとに間隔を空けてのグループ登山をする。 

 
（３）入退所式 
・入所した班から手洗いをする。 
 
（４）自炊  
飯盒炊さんはグループワークを行う上で重要である一方、共同作業を伴うことが多いので、共

用の物品等を用いた後は必ず石鹸を使用して手洗いを行うこと。以下のような工夫や指導が必要
となる。 
・熱中症のリスクがあるため火付け係はマスクは着用しないが大声は出さないよう指導すること。  
・食材を使用する飯ごう、包丁係は基本的にはマスク着用とする。 
・活動後はすみやかに手洗いをすること。 
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（５）配食・食事 
配食については以下の点に留意し、衛生管理を徹底した上で行う。 

・配食を行うリーダーやスタッフは、下痢・発熱・腹痛・嘔吐の症状の有無、衛生的な服装をし
ているか、手指は確実に洗浄したか等、配食可能であるかを点検し、適切でないと認められる場
合は配食係を交代するなどの対応をとること。 
・配食を行う場合は必ずマスクを着用すること。 
・配食は各個人で行わず、健康状態を確認したグループリーダー及びスタッフが行う。おかわり
等の配食もリーダーやスタッフが行うこと。 
・グループリーダーやスタッフはもとより食事の前後に石鹸を用いた手洗いを徹底すること。 
・喫食にあたっては、飛沫を飛ばさないよう参加者同士が直接向かい合わせにならないように工
夫すること。 
 
【配食例 野外テーブル等】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（８）シャワーと更衣 
・シャワーの利用については時間を区切るなどにより、可能な限り密集にならないよう工夫する。 
・不必要な会話や発声を行わないように指導する。 
・ドアノブなど参加者が触れる箇所は小まめに消毒する。 
・シャワー室や更衣場所は可能な限り換気をするとともに換気扇やサーキュレーター等も活用す
るなど、十分な換気に努める。 
 
（７）就寝 
就寝時には、状況によっては「3 つの密」が生じうることを踏まえ、以下のような工夫や指導が必要

である。 
・集会室利用時に密接とならないよう指導すること。 
・就寝前に検温と参加者の体調確認を行い、ｐ１２「87」に記入する。 
・グループリーダーやスタッフなど寝かしつけをする者はマスクを着用する。 
・班ごとに就寝する。 
・活動人数に応じて、参加者同士の間隔が、1 人あたり２m2程度を確保すること。ただし低学年やホー
ムシックにより間隔を空けての就寝が不可能な場合はリーダー及びスタッフが臨機応変に対応するこ
と。 
・就寝時は２方向以上の窓を解放する等、十分な換気を行うこと。なお空調が必要で、解放が難しい場
合は、２時間に１回以上窓を開けサーキュレーターや扇風機等を活用し５分程度の換気を行うこと。 
 
（８）起床 
・起床時に検温と参加者の体調確認を行い、ｐ１２「事業用健康観察記録」に記入すること。 
 
   
（９）清掃活動 
清掃活動は、参加者のグループワークを促す上で重要である一方で、共同作業を行うことが多く、ま

た共用の用具等を用いることになるので、掃除が終わった後は、必ず石けんを使用して手洗いを行う
こと。 
机やいすの水拭き、掃き掃除など、日常的な清掃活動（界面活性剤を含む洗剤の使用も可）は参加者に
実施させても構わない。清掃活動を行う際には、換気のよい状況で行うように徹底すること。なお、ト
イレ清掃を参加者にさせる際には、清掃中に、特に便器付近で水しぶきの飛び散ることがないよう指
導したうえで、掃除方法を工夫すること。また、掃除が終わった後は、必ず石けんを使用して手洗いを
行うこと。 
 
（10） 活動環境への配慮 
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共用物の使用にあたっては、接触感染の防止の観点から、多数の者が触れる用具（ボール等）を使
用する場合は、手で目・鼻・口等を触らないよう指導すること。 

 

Ⅵ． 一般利用者における新型コロナウイルス感染症対策について 

一般利用者（見学・駐車場のみの利用者も含む）に対しては６月１日から以下の通りの対策を実
施している。 
（１） 一般利用者への取り組み 
・全利用者が入所時に検温を行うこと。 
・入所前の検温と入所時のマスク着用に協力するようご案内すること。 
・入所時に大阪コロナ追跡システムに加入すること。 
・場内では利用者同士での接触はなるべく避け、対人距離を１ｍ以上確保すること。 
 
（２） 施設管理運営 
・スタッフはマスクを着用すること。 
・場内各所に消毒液を設置すること。 
・ｐ１５「消毒すべき箇所の例」に基づきスタッフが定期的に消毒を行うこと。 
 
（３） 掲示物・配布物 
・ｐ７「新型コロナウイルス感染予防の取り組み」「大阪コロナ追跡システム」を受付窓口と入
場門に設置すること。 
・宿泊施設及び館内など密が発生するリスクが高い場所にはｐ７「３つの密を避けるための手引
き」「令和２年度熱中症予防行動」を各所に掲示すること。 
・入所時受付でｐ７「新型コロナウイルス感染予防の取り組み」「大阪コロナ追跡システム」の
配布をすること。 
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Ⅶ．主催・自主事業参加対象者への取り組み 
 YS・JL・DAC・リーダー養成事業に関わる参加者の全保護者等に対して新型コロナウイル
ス感染予防の取り組みについて周知の徹底に努めること。 
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Ⅷ．スタッフに係る対応等 
１ 基本的な考え方 
（１）感染拡大防止対策 
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、咳エチケット、手指衛生等に

加え、 
①密閉空間（換気の悪い密閉空間である） 
②密集場所（多くの人が密集している） 
③密接場面（お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる） 
という３つの条件（３つの「密」）が同時に重なる場を避け、できる限り「ゼロ密」を目指すこと。 
館長・事務局長及びスタッフそれぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底（下記「２職場内での

感染防止行動の徹底について」参照）について正しい知識を持って、職場や職務の実態に即した実行
可能な感染拡大防止対策を検討すること。 

＜参考＞人との接触を８割減らす、10 のポイント（厚労省 HP） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624038.pdf 

 
（２）スタッフの日々の健康観察 
スタッフは、毎朝、体温を測定しｐ１３「スタッフ健康観察表」への記録を行い上長へ報告を行

うこと。館長・事務局長は、発熱等かぜ症状のある場合には出勤を控えることを指導し、スタッフの
日々の健康状態の把握に努めていくこと。 

 
２ 職場内外での感染防止行動の徹底について 
次のとおり、館長・事務局長は、基本的な行動を徹底し、事務所などにおける「３つの密」を避け

る環境づくりや、スタッフが一堂に会する会議を抑制するなど、改めて留意していくこと。事務所内
で十分なスペースを確保できない場合は、空き部屋を活用してスタッフが分散勤務をすることも考え
られる。 
 
（１） 職場内での感染防止行動の徹底等 
①換気の徹底等：「密閉」空間にしないよう、こまめな換気をおこなう。 
・職場の建物の窓が開閉可能な場合は、1 時間に 2 回以上（30 分に一回以上、数分間程度）窓を全開
すること。空気の流れを作るため、複数の窓がある場合、二方向の壁の窓を開放すること。窓が一つ
しかない場合は、ドアを開けること。 
・扇風機や換気扇を併用するなどの工夫をすれば、換気効果はさらに上がる。 
②接触感染の防止：「密集」しないよう、人と人の距離を取る。 
・事務所等における勤務については、可能な限り他者との間隔を確保（おおむね 1～2 メートル）
し、会話の際は、できるだけ真正面を避けるようにすること。 
・職場でスタッフが触れることがある場所・物品・機器等（例：ドアノブ、スイッチ、電話、パソコ
ン、コピー機等）について、1 日 1 回以上消毒を実施すること。 
・石けんによるこまめな手洗いを徹底すること。また、洗面台、トイレ等に手洗いの実施について掲
示を行うこと。 
・入手可能な場合は、感染防止に有効とされている手指消毒用アルコールを職場に備え付け、使用す
ること。 
・訪問者等に対し感染防止措置への協力を要請すること。 
③飛沫感染の防止：「密接」した会話や発声を避ける。 
・対面での会議や面談が避けられない場合には、距離（1m 以上）を保ち、マスクを着用すること。 
・スタッフ一人ひとりが、飛沫を飛ばさないよう、咳エチケットを徹底すること。 
・風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが高いことから、その規模の大小に
かかわらず、換気等の励行により風通しの悪い空間をなるべく作らない等の工夫を行うこと。 
・職場においては、人と人との間に距離を保持（1m 以上）すること。 
・電話、電子メール等の活用により、スタッフが集まる集合形式での会議等をできる限り回避するこ
と。やむを得ず、集合形式となる場合には最少の人数にしぼることや広い部屋で行うなどの工夫を行
うこと。また、会議内容を全体で共有する必要がある場合は同様にメール等を活用すること。 
・食事をとる際の感染防止のため、昼休み等の休憩時間をずらしたり、座る位置の間隔を開けるなど
の措置を講じること。 
・その他密閉、密集、密接となるような職場の状況を改善することを検討すること。 
④一般的な健康確保措置の徹底等 
・疲労の蓄積につながることから長時間の時間外勤務を行わないこと。あわせて、適切な勤務時間管
理に留意すること。 
・スタッフ一人一人が十分な栄養摂取と睡眠の確保を心がけるなど健康管理を行うこと。 
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・職場において、スタッフの日々の健康状態の把握に努めること。 
 
（２）通勤・出張に関する感染防止行動の徹底等 
①接触感染の防止 
・出勤・帰宅時、飲食前の石鹸による手洗いや、入手可能であれば手指のアルコール消毒を徹底する
こと。 
②飛沫感染の防止 
・咳エチケットを徹底し、マスクを着用すること。 
・多くの人が公共交通機関に集中することを避ける、職場内のスタッフの密度を下げる等の観点か
ら、勤務時間の割振り変更のほか、可能な場合には公共交通機関を利用しない方法（自転車通勤、徒
歩通勤等）の積極的な活用を図ること。 
 

（３）テレワーク（在宅勤務）の活用 
・職場や通勤・出張での感染防止の観点から、校務運営に支障をきたさない範囲で活用すること。 

 

３ かぜ症状等を呈すスタッフへの対応について 
（１）基本的な考え方 
新型コロナウイルスに感染した場合、数日から 14 日程度の潜伏期間を経て発症するため、発症初

期の症状は、発熱、咳など普通のかぜと見分けがつかないことから、発熱、咳などのかぜ症状がみら
れるスタッフについては、新型コロナウイルスに感染している可能性を考えて対応を行うこと。特
に、高年齢スタッフ、基礎疾患があるスタッフ、免疫抑制状態にあるスタッフ、妊娠しているスタ
ッフについて配慮すること。 

 
（２）感染が判明又は濃厚接触者と認定された場合 
・①スタッフの感染が判明又は濃厚接触者と認定された場合、②スタッフの同居家族が濃厚接触者
と認定された場合は、当該スタッフを職場には出勤させず、その場合は休業手当を活用することで対
応するものとし、その間の外出自粛を勧奨すること。 
・②の場合において、休業手当を取得することができる期間は、当該同居家族の症状を踏まえ必要と
認められる期間となる。 
 
（３）発熱等かぜ症状が見られる場合 

・③スタッフに発熱等かぜ症状が見られる場合、④スタッフの同居家族に発熱等かぜ症状が見られ
る場合は、当該スタッフを職場には出勤させず、その場合は休業手当を活用することで対応するもの
とし、その間の外出自粛を勧奨すること。 
・④の場合において、休業手当を取得することができる期間は、当該同居家族の症状を踏まえ必要と
認められる期間となる。 
 

４ 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について 
館長・事務局長は、スタッフが、新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者及び PCR 検査の対象者

（以下「陽性者等」という。）に該当した場合には生涯学習課へ報告することや、保険福祉センター
に相談すること及びスタッフが陽性者等になったことをもって不利益な取扱いや差別等を受けること
はないことを、あらかじめスタッフに対して周知しておくこと。また、スタッフに新型コロナウイ
ルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応については、つぎのとおりとする。 
 
（１） スタッフに感染陽性者（濃厚接触者等を含む）が出た場合 
それぞれの状況をふまえ、館長・事務局長は保険福祉センターに相談し、生涯学習課担当と協議の

うえ、対応について決定する。 
 

（２）新型コロナウイルスへの感染、もしくは感染の疑いにより PCR検査を受検することになっ
た場合 
速やかに生涯学習課担当へ報告をすること。 

 
５ 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等 
館長・事務局長等においては、「新型コロナウイルス感染症について」（厚生労働省ホームページ）

等を確認し、最新の情報を収集し、必要に応じ感染拡大を防止するための知識・知見等を教スタッフ
に周知すること。 

 
＜参考＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
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（厚労省 HP） 
 

Ⅸ．感染症流行期におけるスタッフのメンタルヘルスについて 
新型コロナウイルスの感染症拡大を防止するため、休業措置をはじめ、さまざまな行動の制限、社

会的接触の制限が求められてきたことから働き方の変化によるストレスを感じる一方、感染への不安
やストレスを抱えながら働いている人も増えている。加えて様々な情報から生じる過度の不安や気分
の落ち込み、意欲減退、不眠などのからだのサインを無視し、放置し続けると「うつ状態」になる可
能性がある。いま、個人として何ができるのか、また、組織としてどんな対策を取ったらいいか以
下、参考にしてスタッフのメンタルヘルス対策に取り組むこと。 
 
（１）スタッフ向け：セルフケアについて 
・家にいなければならないときは、健康的な生活習慣を心がける 
・社会との接点を大切にする。（家族や友人との電話やメール） 
・不安をあおるようなマスコミ報道を見聞きするのは少なくし、信頼できる情報にアクセスする。 
・飲酒、喫煙、薬物でストレスを紛らわせない。  
 

Ⅹ．関係各所連絡先 
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事業用健康観察表 

（              ）キャンプ 

（     ）班  名前（        ） 
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ふ つ う 
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よい 
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ほか
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あ じ
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など
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消毒すべき箇所の例 

 

手指が良く触れる場所を清潔に保つことが大切であり、下記の例を参考に、消毒すること。 

特に、プラスチックや金属のツルツルした表面では、ウイルスが数日間（24 時間～72 時間）

生存できるとされているので、注意すること。 

 

1 日 1 回以上消毒する箇所【特に多くの利用者やスタッフが手を触れる場所や共用物】 

（施設全般） 

・ドア、窓等のノブ・取っ手 

・手すり 

・照明等のスイッチ 

 

 

（トイレ） 

・洗面台 

・便器の蓋・便座等 

・水洗流水レバー等 

・ウォシュレットの操作ボタン 

・床 等 

 

使用状況等に応じて消毒する箇所【手を触れることが稀な場所や使用者が特定される物】 

（施設全般） 

・靴箱の取っ手・靴ベラ 

・インターフォンのボタン 

・カーテンやブラインドで手がよく触れる

ところ 

・水道の蛇口・流水レバー・シャワーヘッ

ド、ホースの持つところ等 

・モップ等の清掃用具等 

 

（館内等） 

・机・椅子 

・共用パソコンのキーボード・マウス等 

・共用タブレット PC 

・共用の本・辞書等 

・共用の筆記用具等 

・共用の教材、器具等 

・貸出備品等 

 

（事務所等） 

・AIR レジの表面 

・教室の鍵等 

・キャビネット、ファイルボックス等のノ

ブ・取っ手 

・机の作業面 

・椅子のひじ掛け・背もたれ 

・電話機・携帯電話 

・パソコンのキーボード・マウス等 

・タブレット PC、電卓等 

・リモコン 

・ファイル・本等 

・共用のポット、冷蔵庫の取っ手 

・洗濯機 

・共用の布きん等 

・ロッカーの取っ手 

・共用の事務用具等の備品等で手に触れる

ものすべて 

 

 


